
 

一 

 
 

 

労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

○
労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
抄
） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
通
常
の
労
働
者
と
な
る
こ
と
を
含

め
、
労
働
者
が
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
て
自
ら
の
希
望
す
る
雇
用
形

態
に
よ
り
就
労
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

       

三 

（
略
） 

  

（
調
査
研
究
） 

第
五
条 

国
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

労
働
者
の
雇
用
形
態
に
よ
る
職
務
の
相
違
及
び
賃
金
、
教
育
訓
練
、
福

利
厚
生
そ
の
他
の
待
遇
の
相
違
の
実
態 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

正
規
労
働
者
（
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働

者
（
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣

労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事

業
所
に
雇
用
さ
れ
る
他
の
労
働
者
に
比
し
て
短
く
な
い
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
以
外
の
労
働
者
が
正
規
労
働
者
と
な
る
こ
と
を
含
め
、
労
働
者

が
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
て
自
ら
の
希
望
す
る
雇
用
形
態
に
よ
り
就

労
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

三 

（
略
） 

  
（
調
査
研
究
） 

第
五
条 
国
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

労
働
者
の
雇
用
形
態
に
よ
る
職
務
の
相
違
及
び
賃
金
、
福
利
厚
生
そ
の

他
の
待
遇
の
相
違
の
実
態 



  

二 

 
三
・
四 

（
略
） 

２ 
国
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
に
当
た

っ
て
は
、
通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
希

望
す
る
場
合
に
お
け
る
処
遇
そ
の
他
の
取
扱
い
の
実
態
、
当
該
転
換
を
妨
げ

て
い
る
要
因
等
に
つ
い
て
重
点
的
に
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
） 

第
六
条 

国
は
、
雇
用
形
態
の
異
な
る
労
働
者
に
つ
い
て
も
そ
の
待
遇
の
相
違

が
不
合
理
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
事
業
主
が
行
う
通
常
の

労
働
者
及
び
通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
待
遇
に
係
る
制
度
の
共
通
化

の
推
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
派
遣
元

事
業
主
（
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
元
事
業
主
を
い
う
。
）

及
び
派
遣
先
（
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
先
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
決
定
、
教

育
訓
練
の
実
施
、
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
そ
の
他
の
待
遇
に
つ
い
て
の
規
制

等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
と
の
間

に
お
い
て
そ
の
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
そ
の
他
の

事
情
に
応
じ
た
均
等
な
待
遇
及
び
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
の
実
現
を
図
る
も
の

と
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
、
三
年
以
内
に
法
制
上
の
措
置
を
含
む
必
要
な

 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

国
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
に
当
た

っ
て
は
、
正
規
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
正
規
労
働
者
へ
の
転
換
を
希
望
す

る
場
合
に
お
け
る
処
遇
そ
の
他
の
取
扱
い
の
実
態
、
当
該
転
換
を
妨
げ
て
い

る
要
因
等
に
つ
い
て
重
点
的
に
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
） 

第
六
条 

国
は
、
雇
用
形
態
の
異
な
る
労
働
者
に
つ
い
て
も
そ
の
待
遇
の
相
違

が
不
合
理
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
事
業
主
が
行
う
正
規
労

働
者
及
び
正
規
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
待
遇
に
係
る
制
度
の
共
通
化
の
推

進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
派
遣
労
働
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
派
遣
労
働
者
に

つ
い
て
、
派
遣
元
事
業
主
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派

遣
元
事
業
主
を
い
う
。
）
及
び
派
遣
先
（
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
派
遣
先
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
対
し
派
遣
労
働
者

の
待
遇
に
つ
い
て
の
規
制
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
派
遣
先
に
雇

用
さ
れ
る
労
働
者
と
の
間
に
お
い
て
そ
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
均
等
の
実

現
を
図
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

   



 

三 

措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
措
置
の
実
施
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
雇
用
環
境
の
整
備
） 

第
七
条 

国
は
、
労
働
者
が
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
て
自
ら
の
希
望
す
る

雇
用
形
態
に
よ
り
就
労
す
る
こ
と
が
不
当
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
労
働
者
の
就
業
形
態
の
設
定
、
採
用
及
び
管
理
的
地
位
へ
の
登
用
等
の

雇
用
管
理
の
方
法
の
多
様
化
の
推
進
そ
の
他
雇
用
環
境
の
整
備
の
た
め
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
は
、
前
項
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
雇
用
形
態
に
よ
り
労
働

者
の
待
遇
や
雇
用
の
安
定
性
に
つ
い
て
格
差
が
存
在
す
る
現
状
を
踏
ま
え
、

通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
及
び
通
常
の
労
働
者
以

外
の
労
働
者
か
ら
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な

配
慮
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に

    

（
雇
用
環
境
の
整
備
） 

第
七
条 

国
は
、
労
働
者
が
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
て
自
ら
の
希
望
す
る

雇
用
形
態
に
よ
り
就
労
す
る
こ
と
が
不
当
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
労
働
者
の
採
用
及
び
管
理
的
地
位
へ
の
登
用
等
の
雇
用
管
理
の
方
法
の

多
様
化
の
推
進
そ
の
他
雇
用
環
境
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

国
は
、
前
項
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
雇
用
形
態
に
よ
り
労
働

者
の
待
遇
や
雇
用
の
安
定
性
に
つ
い
て
格
差
が
存
在
す
る
現
状
を
踏
ま
え
、

正
規
労
働
者
以
外
の
労
働
者
か
ら
正
規
労
働
者
へ
の
転
換
が
促
進
さ
れ
る
よ

う
、
必
要
な
配
慮
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

   
 

 

附 

則 

  

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     



  

四 

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

２ 
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

 

第
十
八
条 

労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
四
号
」

に
、
「
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
」
を
「
同
号
」
に
改
め
る
。 

  

（
調
整
規
定
） 

３ 

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
が
国
家
戦
略
特
別
区

域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
う
ち

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

 

 

［
新
設
］ 

            

［
新
設
］ 

 
 

 


